
              一般財団法人岐阜県サッカー協会 

 

１インターネットで日本サッカー協会のホーム

ページの「新 Kick Off」にアクセスし【移籍

追加申請】を行います。 

 

 

 

 

 

＊すでに抹消登録が行われた選手は、通常

の追加登録により登録を行います。 

＊上記申請と同時に、追加登録金を

岐阜県サッカー協会に振込み、登

録金を振り込んだことを電子メール

で岐阜県サッカー協会へ報告しま

す。 

注意：移籍を伴う追加登録をする場合でも、追加

登録金が必要です。 

詳細は【追加登録について】を参照のこと。 

  追追加加登登録録ににつついいてて（（移移籍籍をを伴伴うう場場合合））    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【連絡先】（一財）岐阜県サッカー協会  058-272-4343 （月曜日から金曜日まで ＡＭ１０：００～ＰＭ５：００） 
 

◆アマチュア選手の移籍について（確認事項） 
JFA の規約・規程において、アマチュア選手の移籍は自由です。アマチュア選手が

移籍を希望した場合、所属チームは、その理由に拘らず移籍を承諾し、登録を抹消し
なければなりません。 

移籍追加申請 

移籍元チーム 移籍先チーム 

 

 

 

 

 

 

2 抹消依頼通知が、メールで届きます。 

＊メールが届く前に抹消届を行っても構

いません。 

 

 

３インターネットで日本サッカー協会のホーム

ページの「新 Kick Off」にアクセスし【移籍

抹消申請】を行います。 

 

 

 

 

 

（ＷＥＢ処理） 

移籍抹消申請 

（ＷＥＢ処理） 

岐阜県及び日本サッカー協会は登録料の入金及び【移籍抹消申請】を確認し次第、承認

作業を行います。 


